
 滋賀県庁では、滋賀県職員の志（パーパス）～琵琶湖とくらしを守る・三方よしで笑顔を広

げる・豊かな未来をともにつくる～を“原点”に日々職務にあたっています。 

 この志に共感いただき、琵琶湖とともにある滋賀を愛し、滋賀の豊かな未来を切り拓いてい

きたいと考える、熱意のある方の受験をお待ちしています。 

 

令和８年度受験案内 

滋賀県職員採用試験（大学卒業程度） 

夏試験 SPI 試験型（行政・社会福祉・技術系） 

滋賀県人事委員会 
  

  
 

 
 
 
 
●令和９年４月１日時点で 31 歳以上の人が対象の試験です。 

●教養・専門試験なし！公務員試験対策をしていない方も挑戦しやすい試験です。 

●社会福祉・技術系は、SPI3 と個別面接（専門性面接および人物面接）のみ。 

●第１次試験は SPI3 テストセンター方式。ご自身の都合の良い日時に、全国主要都市

等に設置される試験会場で、またはオンラインにより自宅等で受験できます。 

 
１ 試験区分、採用予定人員、勤務予定先および職務内容 

試験区分 採用予定人員 勤 務 予 定 先 職   務   内   容 

行    政 12 人程度 
知事部局の本庁各課または県税事務所などの

地方機関、各行政委員会事務局等 
一般行政事務 

社会福祉 若干名 
知事部局の本庁各課または健康福祉事務所、子ども家庭

相談センター、近江学園、淡海学園などの地方機関等 
児童福祉・障害福祉等に関する行政事務・相談支援、児童福祉施設

等における生活支援・自立支援等の福祉関係業務 

農   業 若干名 
知事部局の本庁各課または農業農村振興事務

所、農業技術振興センターなどの地方機関等 
農業に関する知識・技術の普及指導、行政事務および

関連する試験研究等の業務 

林   業 若干名 
知事部局の本庁各課または森林整備事務所な

どの地方機関等 
治山・林道等の事業に関する企画・設計・施工管理、林業に関する知

識・技術の普及指導等の業務および関連する行政事務 
電   気 
(電気工学) 

若干名 
知事部局の本庁各課または下水道事務所など

の地方機関等 
電気設備等に関する設計・施工管理・保守管理等の業

務および関連する行政事務 

機   械 若干名 
知事部局の本庁各課または下水道事務所など

の地方機関等 
機械設備等に関する設計・施工管理・保守管理等の業

務および関連する行政事務 

総合土木 12 人程度 
知事部局の本庁各課または土木事務所、農業

農村振興事務所などの地方機関等 
道路・河川・港湾・都市計画・農業農村整備等の事業に関する企画・

設計・施工管理等の業務および関連する行政事務 
 ※ 採用予定人員は、欠員の状況等により変更になる場合があります。若干名とは、１～３名程度を表します。 
※ 採用後の配置転換等による勤務先および職務内容の変更の範囲は上記と同様ですが、行政委員会や他団体へ出向・派遣 
となる場合は出向・派遣先の定める場所および業務です。 

 
２ 受験資格 

試験区分 受験資格 

行  政 
昭和 56 年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人 

(令和９年４月１日時点における年齢が 31 歳～45 歳の人。学歴・職歴不問。) 

行政以外 
昭和 51 年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人 

(令和９年４月１日時点における年齢が 31 歳～50 歳の人。学歴・職歴不問。) 

※ （社会福祉のみ） 

 社会福祉主事の任用資格もしくは社会福祉士の資格を有する人または令和９年３月 31 日までに有する見込みの人に限

ります。 

受 付 期 間  ６月３日（水）午前９時 ～ ７月３日（金）午後５時（電子申請） 
  ※申込時に「私の紹介」（面接カード）と「顔写真」のインターネット提出が必要です。 

ＳＰＩ３受 検 期 間  ７月 10 日（金） ～ ７月 27 日（月） 
最終合格者発表  ９月 11 日（金） 



 

△ 次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

  ア 拘禁刑以上の刑または懲役もしくは禁錮に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなる

までの人 

  イ 滋賀県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

  ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

※ 日本国籍を有しない人も受験できます。ただし、日本国籍を有しない職員は任用が制限されます。詳しくは、「９ 日本

国籍を有しない人の任用について」をご覧ください。 
 
３ 試験の日時および場所 

 試験日・試験会場 

第１次試験 

能力検査 

（SPI3） 

７月 10 日（金）～７月 27 日（月）のうち、受験者が選択する１日 

全国のテストセンターのうち受験者が選択する会場またはオンライン会場 

第２次試験 

（行  政）８月 22 日（土）、23 日（日）のうち、人事委員会が指定する１日 

（行政以外）８月 29 日（土）、30 日（日）のうち、人事委員会が指定する１日 

滋賀県庁（大津市京町四丁目１番１号） 

詳細は第１次試験合格者発表の際に、滋賀県職員採用ポータルサイトでお知らせします。 

 
４ 試験の方法および内容 

試  験 種 目・方 法 配点 内      容 

第１次 
試 験 共通 

能力検査（SPI3）

（中途採用向け） 
100 点 多様な業務に共通して求められる汎用的な知的能力についての試験 

第２次 
試 験 

行政 

アピールシート 

（記述式） 

＜１時間＞ 

100 点 

(1) 民間企業等での経験の中で最も力を入れて取り組んだことにつ

いて、①取組を始めたきっかけ(課題や現状認識など)、②取り組んだ

内容、③自分で独自に考えて工夫したこと、④発揮した能力またはそ

の経験を通して身についた能力、⑤取組から学んだことを明確にして

具体的に 800 字程度で記入するとともに、 

(2) (1)で記入した経験や能力をその後の行動でどのように活かした

か、事例をあげて具体的に 400 字程度で記入していただきます。 

試験時間中に資料等の閲覧はできません。 

人物面接 300 点 
人物についての個別面接による試験（「私の紹介」（面接カード）を面

接資料とする） 

集団討論 100 点 人物についての集団討論による試験 

行政以外 

人物面接 300 点 
人物についての個別面接による試験（「私の紹介」（面接カード）を面

接資料とする） 

専門性面接 150 点 

職種に係る専門性についての個別面接（「専門性確認シート」を面接資

料とする）※「専門性確認シート」は第１次試験合格者発表後、８月

16 日（日）までにインターネット上で提出いただきます。 

共通 性格検査（SPI3） － 
公務員として必要な適性についての検査（能力検査受検前に受検） 

（第１次試験合格者のみ判定） 

合 計 
（行政） 600 点  

（行政以外） 550 点  
 
△ 試験および検査は、全て日本語で行います。 
△ 使用できる時計は、計時機能だけのものに限ります。（携帯電話等は使用できません。） 
△ 試験実施中にスマートフォンなどの携帯電話、タブレット端末、スマートウォッチ、電子辞書等の電子機器類を操作した

場合、操作しなくても身に付けていた場合、机の上や机の中に置いていた場合は、不正行為となります。 
  



※SPI3 受検の流れ 

 

 

 

 
 

《注意事項》 
(1) ７月 10 日（金）～７月 27 日（月）の間に能力検査を受検しなかった場合は、試験を棄権したものとみなします。 

(2) 締切直前はテストセンター会場の予約が混み合うことが予想されますので、余裕をもって予約してください。 

(3) 受検する際に、以下の書類が必要です。 

①顔写真付き本人確認書類 

（有効期限内、原本（コピー不可）、以下の受検票に記載された氏名と一致するもの） 

②受検票 〈予約完了画面を印刷したもの。採用試験の受験票とは異なります。〉 

（またはテストセンターID、カナ氏名、検査名、会場名、日程をメモしたもの） 

(4) 初めてテストセンターで受検する場合はテストセンターID を取得する必要があります。 

※SPI3 ホームページ（https://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/）の“よくある質問” → “１. テストセンター

ID 取得” の欄を参照してください。 

その他、SPI3 に関する注意点やその他の持ち物、テストセンター会場情報等についても、SPI3 ホームページを参照し

てください。（テストセンターヘルプデスク TEL：0570－081818 受付時間：9:00～18:00） 

(5) 過去１年以内にテストセンターで受検したことがある方は、前回の受検結果を送信することで、受検に代えることがで

きます。 

(6) 身体に障害があり、テストセンターでの受検にあたって特別の措置（車椅子の使用や拡大文字による受検等）を必要と

する場合は、会場の仮予約後、速やかにテストセンターヘルプデスク（TEL：0570－081818 受付時間：9:00～18:00）

へ連絡してください。 

 
５ 合格者の発表 

 日   時 （予定） 方   法   

第１次試験合格者発表 ８月７日（金）午前９時 
滋賀県職員採用ポータルサイトに掲載しま

す。 

最 終 合 格 者 発 表 ９月11日（金）午前９時 
滋賀県職員採用ポータルサイトに掲載する

ほか、第２次試験受験者全員に通知します。 

  

受験申込 

「８ 受験手続および受付期間」を参照のうえ、期間内にインターネット

から申し込んでください。受験申込時に「面接カード」および「顔写真」

（最近６か月以内に撮影したカラー写真で、脱帽、正面向きのもの）のイ

ンターネット提出が必要です。 

 

受検依頼メールの受信 

受験申込をされた人に対し、滋賀県人事委員会事務局から SPI3 の受検依

頼メールを７月８日（水）に送信します。７月８日（水）中にメールが届

かない場合は、翌９日の午前９時から午後５時までの間に滋賀県人事委員

会事務局（077-528-4454）に電話でお問い合わせください。 

テストセンター会場仮予約 
「受検依頼メール」内のリンク先の案内に従って、都合の良い日時（７月

10 日（金）～７月 27 日（月）の間）および会場（リアル会場またはオン

ライン会場）を仮予約してください。 

性格検査受検 

自宅等のパソコンまたはスマートフォンで「性格検査」を受検してくださ

い。「性格検査」が終了すると、テストセンター会場の能力検査受検予約

が確定します。 

能力検査受検 予約した日時・会場で受検してください。 



６ 合格から採用まで 
(1) 滋賀県人事委員会は、最終合格者を採用候補者名簿に記載します。 

(2) 任命権者は、採用候補者名簿に記載された人の中から、面談等を行って採用者を決定します（最終合格しても採用され

ない場合があります。なお、滋賀県では、過去 10 年間、最終合格者は辞退者を除き全員採用されています。）。滋賀県人事

委員会は、採用手続きに必要な情報（住所、電話番号、メールアドレス等）を任命権者に提供します。この情報を基に、

任命権者が職務内容等の情報提供を行う場合があります。 

(3) 採用候補者名簿の有効期間は、原則として、名簿確定の日から１年間です。 

(4) 採用日は、令和９年４月１日を基本としつつ、合格者に令和８年度中の就労可能時期も併せて確認し、欠員等の状況を

踏まえ決定します。なお、合格者の希望日に採用されるとは限りません。 

(5) 社会福祉主事の任用資格または社会福祉士の資格を取得見込みとして受験した人は、所定の時期までに資格を取得でき

なかった場合は採用される資格を失います。 

 (6) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第

69 号）の施行後（同法は令和８年 12 月 25 日までに施行される見込み。）、児童等と接する業務に従事することとなる人に

ついては、同法第４条第１項の規定に基づく特定性犯罪の前科の有無の確認を行い、前科が確認された人については当該

業務に従事させないなど児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないことから、あらかじめ、

当該確認とは別に、任命権者による採用手続等の過程において、最終合格者に対し誓約書の提出を求めることなどにより

特定性犯罪の前科の有無を確認します。 

 
７ 給   与 

(1) 給料は、滋賀県職員等の給与等に関する条例等により経歴その他を勘案の上、決定しますが、大学卒業後企業等に 10 年

間勤務した 32 歳の人で、月額 313,899 円（地域手当を含みます。）です。そのほかに扶養手当、通勤手当、期末・勤勉手

当等が支給されます。また、経歴その他に応じて、上記の額に一定の額が加算されます。 

なお、この額は、行政職給料表の適用を受ける場合で、令和８年４月１日現在のものです。 

(2) 昇給は、原則として毎年１回行われます。 

 
８ 受験手続および受付期間 

申 込 方 法 

 

インターネットにより申し込んでください。 
 

電子メールアドレスが必要です。 

県ホームページ右上の「県政情報」から「人事・採用」→「滋賀県職員採用ポータルサイト」へ

進み、「令和８年度滋賀県職員採用試験（大学卒業程度）夏試験 SPI試験型（行政・社会福祉・

技術系）受験案内」のページから、「しがネット受付」に接続し、申込画面上の注意事項に従って

申し込んでください。 

受験申込時に「面接カード」および「顔写真」（最近６か月以内に撮影したカラー写真

で、脱帽、正面向きのもの）のインターネット提出が必要です。 

面接カード様式は、滋賀県職員採用ポータルサイトに掲載しています。 

〈滋賀県職員採用ポータルサイト https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/jinji/saiyou/〉                  

   
※ 通信回線上の障害等のトラブルについては、一切責任を負いかねますので、余裕を持って期間内に

お申し込みください。 

受 付 期 間 令和８年６月３日(水)午前９時～７月３日(金)午後５時 

△ 申し込める試験区分は一つに限ります。受験申込受理後は、試験区分の変更を認めません。 

△ 申込みを受理した場合は、受験票を「しがネット受付」上にアップロードしますので、受験票をダウンロードし、スマ

ートフォン、パソコンなどに保存してください。受験番号は受験票で確認してください。受験票は、試験の合否が決定す

るまで手元で保管してください。この受験票は第１次試験能力検査（SPI3）のテストセンターには持参不要です。 

△ 受験票が７月８日（水）までにアップロードされないときは、滋賀県人事委員会事務局に問い合わせてください。 

△ 身体に障害があり、特別の措置（車椅子の使用や拡大文字による受験等）を必要とする場合は、必ず申込みの際に滋賀

県人事委員会事務局までその旨を連絡してください。なお、申込受付期間中に連絡がない場合は、特別措置の対応はでき

ません。 

  



９ 日本国籍を有しない人の任用について 
(1) 日本国籍を有しない人は、任命権者が定める一部の職（「公権力の行使」または「公の意思形成への参画」に携わる職の

うち、職務の内容または権限が統治作用と関わる程度が強いもの）以外の職に任用されます。 

【日本国籍を有しない人の任用が制限される職（代表例）】 

  ○公権力の行使に該当する業務例  
    税の徴収、滞納処分／学校法人の設立認可／訪問販売業務の停止命令／産業廃棄物処理業の許可、業務停止命令／高

圧ガス製造等の許可、立入検査／老人ホームの設置認可／保健医療機関等への立入検査／児童福祉施設等への入所措置

／食品営業施設の営業停止命令等／農地転用許可／道路法等に基づく許認可／貸金業者業務停止命令／開発行為許可 
  ○公の意思の形成への参画に該当する職 
   部長級、次長級、課長級・参事級の職のうち、県行政について企画・立案および決定に参画する職 
(2) 日本国籍を有しない人は、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。 

 

10 試験結果の開示 
この試験の結果については、口頭により開示を請求することができます。 
電話等による請求では開示できませんので、開示を請求する場合は、請求者が受験者本人であることを証明する書類 （マ

イナンバーカード、運転免許証等）を持参の上、次表の開示受付期間中の午前９時から午後５時までの間に、滋賀県人事委

員会事務局までお越しください。（ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日は受付しておりません。） 
なお、各試験種目には、それぞれ合格基準があり、一つでも基準に達しない場合は、不合格となります。したがって、   

得点が上位であっても不合格となる場合があります。  
試 験 開示請求できる者 開 示 内 容 開 示 受 付 期 間 開 示 場 所 

第１次試験 第１次試験受験者 第１次試験の得点および順位 第１次試験合格者発表の

日から１か月間 滋賀県人事委員会事務局 
（大津市京町四丁目１番１

号 県庁東館６階） 第２次試験 第２次試験受験者 
第１次試験の得点と第２次試験の

合計得点とを合算して得た総合得

点および総合得点による順位 

最終合格者発表の日から

１か月間 

 

11 その他 
自然災害等による試験日程の変更およびその他の緊急連絡は、滋賀県職員採用ポータルサイトに掲載しますので、必ず確 

認してください。 
 
参 考 

◇令和７年度滋賀県職員採用試験（経験者採用・大学卒業程度）実施結果 

 
 
 
 
 

試 験 区 分 受験者数 第 1 次試験合格者数 最終合格者数 競争率 
行 政 180 人 80 人 37 人 4.9 倍 

総 合 土 木 17 人 15 人 ６人 2.8 倍 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


